
＜平成２８年２月 予算特別委員会議事録より＞ 

◆委員（山本みちよ君） 

空き家の対策ということで、当面、条例はということで、12月での御答弁のま

まであるなということでございます。この総合窓口につきましては、実際問題、

困られている市民の方も大変多いわけでありまして、どこに行ったらいいのか

わからないということですので、まずはこの体制をしっかりつくるということ

は当然大事ですので、それは進めていただくにしても、この相談窓口の設定を

まずきちっとしてさしあげるということも必要ではないかと思うんです。電話

なり何なりで、電話をしたときに、まず電話交換の女性が出て、そこで振り分

けをするというのも難しいかと思いますので、空き家の件でということになっ

たときに、すっと通るような体制といったものがつくれないかと考えますが、

その点いかがでしょうか。 

 

◎市民生活部長（渡辺晶彦君） 

特措法で言われている空き家というのは、いわゆる特定空家、老朽化した空き

家と、それ以外の通常使える空き家というものがあります。今、委員がおっし

ゃったのは、恐らく特定空家に関しての窓口かというふうに思っております。

その場合は、先ほど生活安全課長が答弁しましたように、今の体制としまして

は、生活安全課、環境対策課、住宅課、それから税関係ということになれば課

税課等が一体となって対応しているということでございます。 

その場合、まず最初の窓口といたしましては、生活安全課のほうへ連絡をして

いただければ、個別に動くという体制をとっております。また、住宅課の中に

も住宅相談係というのがありますので、そちらのほうに回していただいても、

住宅課、生活安全課、両方とも市民生活部で、席もすぐ隣にありますので、そ

の辺は十分連携をして、市民の方の対応がうまくいくような形でとっていきた

いというふうに考えております。 

 

 

 



◆委員（山本みちよ君） 

わかりました。ぜひともそうした情報の連携をしっかりと進めながら、市民の

方の、またそうしたお声を受けとめて、また改善できるようにということで、

御努力いただきたいと思います。 

まず、現状の把握といたしまして、特に危険空き家につきましては、どの程度

の把握をされていると認識されていますでしょうか。 

 

◎生活安全課長（杉山久徳君） 

今、私どもで大体把握しておりますのは、年間で危険空き家ということで、30

件弱ぐらいの対応を例年しているような状況でございます。 

 

◆委員（山本みちよ君） 

年間 30件というのは、通報というなり御相談といったものが 30件毎年あると

いうことですね。そうしますと、御相談は同じ物件に対して数名の方が来るケ

ースもありましょうし、さまざまなケースがあるかと思いますが、そうした物

件自体が何件ぐらいあるかといったような掌握はされているのでしょうか。 

 

◎市民生活部長（渡辺晶彦君） 

これは、いわゆる市内をローラー的に回って調査をするというのを現段階では

やってございません。25年の 10月の総務省の住宅・土地統計調査による空き家

という形でいえば、その他の空き家として 1,550 件あるんですが、実際に老朽

化して、非常に危険な空き家がどのくらいあるのかというのは、現段階では、

先ほど課長が答弁しましたように、それぞれの問い合わせ等で、現場で一個一

個対応しているという段階では、年間 30件程度あるというふうに認識はしてお

ります。しかし実態として、もう少し多いのではないかというふうに考えてお

ります。これについては、不動産業界とか宅建業界等の連携もとりながら情報

収集はしていきたいというふうに考えているところでございますが、なかなか

全市を把握するというのは、非常に難しい部分もありますので、28年度に全て



を把握するというのは、ちょっと厳しいかなという、そういう状況でございま

す。 

 

◆委員（山本みちよ君） 

ありがとうございました。平成 28年度は、空き家対策の予算も立てていないと

いうことですので、一遍には無理なところもあるのかと思いますが、ぜひ今御

答弁ありましたように、宅建の方とか、本当に地元のよくわかっている民間の

方たちの、そういった業者の方たちの力もかりながら、まずは実態をしっかり

と調べていただきたいというふうに感じます。 

その上で、またその条例をつくるなり、体制をどのように持っていくのかとい

った部分も進んでいくのかと思いますので、さまざま統計では数が出ていると

思いますけれども、現状の把握を早急にお願いしたいと思います。これは要望

とさせていただきます。 


